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第５章    計画の推進 

 
 

１ 計画推進のための環境整備 

職員が一丸となってバリアフリー等に取り組むことができるよう、本計画を全職員

へ周知し、計画を効果的、効率的に進めるため、実施年度の設定、進捗状況の把握等、

進行管理の徹底に努めます。 

また、市民への計画内容の普及・啓発に努め、市民と行政の協働により、本計画を

着実に推進できるよう、理解と協力を求めていきます。 

更に、不特定多数の市民が利用する事業所、店舗等の新築、改修等を行う際のバリ

アフリー整備についての実施、市の競争入札参加に登録している設計業者、建築業者

等に対するバリアフリー・ユニバーサルデザインへの配慮について、協力を求めてい

きます。 

 
 

２ 計画の進行管理 

本計画の推進にあたっては、各部局が連携・協力し、全庁を挙げて取り組みます。 

計画の進捗、達成状況は、担当部署で進捗管理と分析及び評価を行い改善していく

とともに、福生市地域福祉推進委員会による進捗状況の評価を行うことで施策を推進

していきます。 

また、庁内で実施する自己評価と併せて市民に公表し、施策の一層の充実を図って

いきます。 
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